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金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）」、

「
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
納

め
る
（
普
通
徴
収
）」
の
２
通
り

で
す
。
年
度
途
中
に
被
保
険
者
に

な
っ
た
人
は
、
資
格
を
取
得
し
た

月
か
ら
月
割
で
保
険
料
を
納
め
ま

す
。

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

　
す
で
に
保
険
料
の
仮
算
定
を
行

い
、
４
月
よ
り
年
金
か
ら
の
天
引

き
を
開
始
し
て
い
ま
す
が
、
今
回

決
定
し
た
年
間
保
険
料
か
ら
、
仮

算
定
に
よ
っ
て
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
に
天
引
き
）
さ
れ
る
額

を
差
し
引
い
た
残
額
を
、
１０
月
・

１２
月
・
２
月
に
天
引
き
し
ま
す
。

注
年
金
額
が
年
額
１８
万
円
未
満
の

　
人
や
、
年
金
額
が
年
額
１８
万
円

　
以
上
で
も
、
後
期
高
齢
者
医
療

　
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
計

　
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１

　
を
超
え
る
人
、
そ
の
ほ
か
事
情

　
の
あ
る
人
は
普
通
徴
収
に
な
り

　
ま
す
。

普
通
徴
収

　
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
で
、

７
月
～
翌
年
３
月
ま
で
の
９
期
割

り
で
納
め
ま
す
。

　
○
自
主
納
付　
金
融

　
機
関
の
窓
口
で
の

　
納
付

　
○
口
座
振
替
に
よ
る

　
納
付　

金
融
機

　
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀

　
行
を
含
む
守
口
市

　
委
託
契
約
先
金
融

　
機
関
）

会
社
の
健
康
保
険
な

ど
の
被
扶
養
者
だ
っ

た（
こ
れ
ま
で
保
険

料
負
担
の
な
か
っ

た
）人

　
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
す
る
日

の
前
日
に
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
保

険
な
ど
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
人
（
こ
れ
ま

で
保
険
料
の
負
担
の

な
か
っ
た
人
）
は
、

保
険
料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
人
で
、
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
保

険
課
保
険
料
係
へ
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

新
減
額
認
定
証
を
７
月
末
ま
で
に

送
付

　
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証（
減
額
証
）

は
、
医
療
機
関
に
入
院
や
通
院
し

た
際
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
や

食
事
代
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
も

の
で
【
表
１
・
２
】、
住
民
税
非

課
税
世
帯
（
低
所
得
Ⅰ
、
Ⅱ
）
に

属
す
る
被
保
険
者
が
対
象
で
す
。

　
現
在
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
平
成
２７
年
７
月
３１
日
ま
で
で

す
の
で
、
７
月
末
日
ま
で
に
新
し

い
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
交
付
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
人
で
対
象
と
な
り
交
付
を

希
望
す
る
場
合
は
、
入
院
・
通
院

す
る
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

　
証
、
印
か
ん
、
過
去
１
年
の
入

　
院
期
間
が
９０
日
を
超
え
る
場
合

　
は
入
院
期
間
を
証
明
で
き
る
領

　
収
書
な
ど

　
○
保
険
料
の
算
定
内
容
、
各
種
届

　
出
に
関
す
る
こ
と　

問
保
険
課
・
保
険
料
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

問
保
険
課
・
給
付
係

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

○
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
こ
と

問
保
険
収
納
課

℡
０
６
・
６
９
９
２・
１
５
３
７
、

　
１
５
３
８

○
制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と

問
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合

℡
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８

所得区分 負担割合
自己負担限度額（月額）

外来�
（個人単位）

外来+入院�
（世帯単位）

現役並み所得者 3割 44,400 円
80,100 円 +�

（医療費の総額 -267,000 円 ）×1％�
（44,400 円）（※1）

一般

1割

12,000 円 44,400 円

低所得Ⅱ（※2）
8,000 円

24,600 円

低所得Ⅰ（※3） 15,000 円

注入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用は含みません。
　入院、外来ともに、同一医療機関での窓口負担が限度額までとなります。
　月の途中で75歳となった人の場合、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制
　度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1
　（半額）になります。
※1（　）内の金額は3回以上該当した場合の4回目以降の額
※2�低所得Ⅰ以外の市民税非課税世帯に属する被保険者
※3�市民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円となる人（ただし、公的年金等控除
　　額は80万円として計算）
　　または、市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

【表１】自己負担限度額とその判定基準

保険料（年額）
（限度額57万円）

被保険者均等割額
被保険者1人当たり

52,607円

所得割額
被保険者の所得×所得割率

10.41％
= +

課税状況 所得区分 標準負担額（1食当たり）

課税世帯 現役並み所得者 260円一般

非課税世帯 低所得Ⅱ
���210 円 過去 12か月の入院日数が

90日以内入院の場合

※160円　 過去 12か月の入院日数が
90日を超える入院の場合

低所得Ⅰ ���100 円

【表２】入院時の食事代

※適用を受けるためには保険課窓口での手続きが必要です。
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７０
歳
以
上
の
人
に
国
民
健
康
保

険
高
齢
受
給
者
証（
黄
色
）を
７
月

末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
医
療
機

関
な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
国

民
健
康
保
険
の
保
険
証
と
高
齢
受

給
者
証
を
必
ず
窓
口
へ
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。
７０
歳
以
上
の
人
の
一

部
負
担
割
合
は
、【
表
１
】の
と
お

り
で
す
。

　
ま
た
、
８
月
１
日
（
土
）
以
降

に
７０
歳
に
な
る
人
は
、誕
生
月（
１

日
が
誕
生
日
の
人
は
、そ
の
前
月
）

の
２０
日
前
後
に
高
齢
受
給
者
証
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
翌

月
１
日
（
１
日
が
誕
生
日
の
人
は

そ
の
日
）
か
ら
の
適
用
で
す
。

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
更
新
手

続
き
が
必
要

　
医
療
機
関
な
ど
で
高
額
治
療
を

受
け
る
場
合
、
支
払
っ
た
医
療
費

の
自
己
負
担
額
に
つ
い
て
月
額
で

自
己
負
担
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て

お
り【
表
２
】、自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
て
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
、
超
え
た
額
が
高
額
療
養
費
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

注
１
か
月
の
自
己
負
担
額
が
自
己

　
負
担
限
度
額
を
超
え
る
お
そ
れ

　
が
あ
る
と
き
は
、「
限
度
額
適

　
用
認
定
証
」
と
保
険
証
を
併
せ

　
て
医
療
機
関
に
事
前
に
提
示
す

　
る
こ
と
で
、
医
療
機
関
で
の
支

　
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

　
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
提
示
が
必
要
な
人
は
保
険
課
で

　
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
引
き
続
き
医
療
機
関
な

ど
に
入
院
や
通
院
を
し
、
高
額
治

療
を
受
け
て
い
る
場
合
は
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
の
更
新
が
必
要

で
す
の
で
、
保
険
課
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

注
所
得
の
変
動
な
ど
で
市
民
税
非

　
課
税
世
帯
か
ら
課
税
世
帯
に

　
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
自
己
負

　
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
は
、
年
齢
７０
歳
で
区
分
さ
れ
て

い
ま
す【
表
２・３
】。７０
歳
未
満
の

人
と
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人

で
、
基
準
と
な
る
所
得
の
考
え
方

が
異
な
り
ま
す
。

７０
歳
未
満
の
人
は
「
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
等
」
の
額
で
、
７０

歳
以
上
７５
歳
未
満
の
人
の
所
得
は

「
平
成
２７
年
度
市
民
税
課
税
所
得

金
額
」
で
す
。

新
高
齢
受
給
者
証（
黄
色
）～
７
月
末
ま
で
に
送
付
～

【表１】70歳以上の人の一部負担割合

【表２】70歳未満の人の自己負担限度額
市民税税区分 所得 年3回目まで 年4回目以降 入院時の食事代（1食）

課
税
世
帯

901 万円超 252,600 円 +A（医療費の総額 -842,000 円）× 1％ 140,100 円

260円
600万円超 901万円以下 167,400 円 +B（医療費の総額 -558,000 円）× 1％ � 93,000 円
210万円超 600万円以下 80,100 円 +C（医療費の総額 -267,000 円）× 1％

� 44,400 円
210万円以下 57,600 円

市民税非課税世帯 35,400 円 � 24,600 円 210円
（91日目から160円）

備Ａ、Ｂ、Ｃは医療費の総額が842,000円、558,000円、267,000円を超えた場合に加算します。
　所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことで、所得の申告がない場合は901万円超とみなされます。
　過去12か月間に、同世帯で高額療養費の支給が3回以上あったときの4回目以降の自己負担限度額です。
　70歳未満の人の場合は、それぞれの病院・診療所で医療費の自己負担額が21,000円以上となったときに合算できます。

【表3】70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
市
民
税
税
区
分

　　　　　所得区分�
（平成 27年度

市民税課税所得金額）
外来の人�
� �（個人ごと）

年 3回目まで 年 4回目
以降 入院時の

食事代�
（1食）入院+外来の場合

（世帯ごと）

課
税

現役並
所得

市民税課税
所得金額が
145万円以上

44,400 円

80,100 円 +�
（※医療費の総額 -
267,000 円）
× 1％

44,400 円

260円

一般所得
課税世帯に属する
人で現役並み
所得者以外

12,000 円 44,400 円

非
課
税

低所得Ⅱ 下記、
低所得Ⅰ以外

8,000 円

24,600 円

低所得Ⅰ 年金収入が
80万円以下など 15,000 円 100円

※医療費が267,000円を超えた場合に加算します。
備75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ2分の1に
　なります。

��210 円�
（91日目��
�����から��
��160 円）

所得区分（平成 27年度市民税課税所得金額） 付帯条件 一部負担割合

ア 市民税課税所得金額が 145万円未満の人

昭和 19年 4月 1日
以前生まれ 1割

昭和 19年 4月 2日
以降生まれ 2割

イ

市民税課税所得金額が 145万円以上であっ
て以下に該当し、申請した人
　○高齢者単身で合計収入額 383万円未満
　　の場合（要申請）
　○高齢者複数で合計収入額 520万円未満
　　の場合（要申請）

昭和 19年 4月 1日
以前生まれ 1割

昭和 19年 4月 2日
以降生まれ 2割

ウ ア・イ以外の人 3割


